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地域力について 

 

各関係課が地域力組織とその活動について等しく情報を共有し、横断的な協

力体制を構築するため、地域力向上推進プロジェクトチーム（以下、プロジェ

クトチーム）を編成し、地域力組織を支援するもの。 

 

１．地域力について 

地域の人や組織がお互いに交流し築き上げたネットワークを生かし、自らの

力で地域での生活をより良くしていきたい、楽しく元気に生活していきたいと

いう思いを実現していく力のこと。 

【設置済地域】 

根本(H23)、笠原(H28)、小泉(H30)、滝呂(R1)、脇之島(R4)、精華(R6)  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．共助社会のあり方 

【これまで…】 

自治組織が中心となり地域の共助（高齢者や子どもの見守り、防災、防犯等）

を担ってきた。 

【現在】 

町内会に未加入（脱会）や高齢化により自治組織自体の力が減退。これまでの

ように、自治組織が地域の共助を担うことが難しくなった。 

自治組織が担い切れなくなった共助の活動を補完するものとして、地域力組織

の位置づけが重要視される。 

地域の課題を地域で解決する、住民同士の助け合いの精神が根付いた社会（共

助社会）とするため、行政は地域力組織を育成支援していくことが必要。 
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